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はじめに 

 多可町行財政改革大綱は、今回の改訂で４回目を迎えます。前回の第３次行財政

改革大綱（平成27年～令和元年）では、「１．事務・事業の再編･整理、統廃合」、「２．

職員の管理及び能力開発」、「３．行政サービスの見直しと公共施設の運営」の３本

柱（合計５６項目）の改革に取り組んできました。その結果、定員適正化計画に基

づく職員の削減や補助金における経費等の見直しを中心に、平成30年度までの取り

組み期間で３３項目を達成し、一定の財政効果を創出しました。

しかしながら、人口減少、少子高齢化をはじめ様々な社会情勢の変化により、本

町を取り巻く環境はめまぐるしく変化しています。これに伴い、行政サービスへの

期待や安全安心に対する関心の高さなど、町民ニーズの多様化・複雑化が進み、よ

り迅速で適切な対応ができる行財政経営が強く求められています。 

国においては、『経済財政運営と改革の基本方針 2019～「令和」新時代：「Society5.0」

への挑戦』（令和元年６月閣議決定）の中で、地方財政改革の基本的な考え方として、

人口減少に対応するために、地方自治体の業務改革と新技術の徹底活用を通じた、

住民視点に立った利便性の高い次世代型行政サービスへの転換を積極的に推進する

こととしています。 

 このため、職員一人ひとりが住民ニーズを的確に捉え、行政経営の公平性、透明

性を高め、住民皆さんに対する説明責任を果たしながら、住民皆さんと行政が同じ

目的に向かって相互に協力連携し、協働によるまちづくりを推進することが重要で

す。 

 よって、これまでの行財政改革の経過を踏まえながら、地域が保有している資源

を最適に組み合わせ、更なる行財政改革を推進することで、効率的かつ住民目線に

立った健全なまちづくりの実現を目指します。 

本大綱では、行財政改革の推進による効率的かつ住民目線に立った健全なまちづ

くりを目指すため、３つの基本方針 

『Ⅰ．時代に即した組織体制づくりと職員の意識改革』 

『Ⅱ．健全な財政経営』 

『Ⅲ．住民協働による連携』 

に基づき、８つの重点項目を定めました。（Ｐ２図１ 第４次多可町行財政改革大

綱体系図参照） 

そして、重点項目ごとに、具体的な取組項目、その目標及び達成時期を明示した

『第４次 多可町行財政改革実施計画』に基づき、定期的な進捗管理で確実に行財政

改革を行っていきます。 
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（図１）第４次多可町行財政改革大綱体系図

基本方針 重点項目

（ 1 ） 定員適正化計画の見直し

（ 2 ） 給与・職員手当の適正化

（ 3 ） 戦略に対応した組織改編

（ 4 ） 所管事務のマニュアル化

（ 5 ） 時間外勤務手当の抑制

（ 6 ） 人事評価制度の運用

（ 7 ） 人材育成の推進

（ 8 ） 普通建設事業費の抑制

（ 9 ） 町有財産等の貸付及び売却

（ 10 ） 指定管理施設の運営検証

（ 11 ） 公共施設の運営方法の検討

（ 12 ） 住宅管理（適正戸数）

（ 13 ） 公共施設の再配置の推進

（ 14 ） 公共施設マネジメントの導入

（ 15 ） 各種委員会・審議会等の見直し

（ 16 ） 広域行政事務等負担金の見直し

（ 17 ） 事務事業評価の推進

（ 18 ） タブレット導入によるペーパーレス化

（ 19 ） ＡＩ、ＲＰＡの導入検討

（ 20 ） 国保制度の事務改善

（ 21 ） 補助金の見直し

（ 22 ） イベント・ソフト事業の見直し

（ 23 ） 各種健診・予防接種の見直し

（ 24 ） 通園バス運行の見直し

（ 25 ） 防犯灯管理対象の整理

（ 26 ） 窓口サービスの見直し

（ 27 ） 障害者福祉年金の見直し

（ 28 ） たかテレビのあり方

（ 29 ） 債権管理

（ 30 ） 公共料金等の収納強化

（ 31 ） 多可町ふるさと応援寄附金等の推進

（ 32 ） 公共施設使用料の見直し

（ 33 ） 水道経営健全化の推進

（ 34 ） 水道事業の広域連携等の研究

（ 35 ） 下水道経営健全化の推進

（ 36 ） わかりやすい財政情報の公開

（ 37 ） 都市計画マスタープランの策定

（ 38 ） 中学校の規模適正化

（ 39 ） 小学校の規模適正化

（ 40 ） 農地管理（管理農地と管理手法の検討）

（ 41 ） 地域局業務の見直し

（ 42 ） 地域共生社会の取り組み

（ 43 ） 各種事務局の見直し

（ 44 ） 団体組織のあり方

（ 45 ） 団体支部の事務局のあり方

（ 46 ） 企業立地の促進

Ⅲ．住民協働による
　　連携

　７．住民参画の推進

　８．住民の皆さんとの協働

取組項目

Ⅰ．時代に即した
　　組織体制づくりと
　　職員の意識改革

　１．定員・人件費の抑制

　２．職員の能力開発

Ⅱ．健全な財政経営

　３．公共施設等ファシリティ
マネジメントの推進

　４．事務事業・補助金等の
効率的効果的な継続的改善

　５．自主財源の確保

　６．公営企業等の経営健全化
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基本方針と重点項目 

Ⅰ．時代に即した組織体制づくりと職員の意識改革 

 

【重点項目】 

 

１．定員・人件費の抑制 

 

複雑多様化する住民サービスに対して一定の水準を維持していけるよう、職員適正化計

画を策定します。 
しかしながら、再任用制度や会計年度任用職員（嘱託職員、アルバイト等）の雇用内容

の変更、さらには定年延長など雇用方法が大きく変わろうとしています。 
このため、雇用体制や組織体制については、住民ニーズや時代の変化に効率よく迅速に

対応できるよう、柔軟に見直しを進める必要があります。 

また、限られた人材を有効に活用するために、職員の能力や適正に応じた人事配置を行

うことで体制強化に努めます。 

更に、職場の風土や雰囲気は、職務意欲だけでなく、事務の効率化に大きく影響すると

ともに、人材育成や能力開発のベースにもなることから、風通しのよい職場環境への改善

を通じて、働き方の意識改革を図ります。 
 

 

 

 

 

（表１）年次別目標職員数（各年度４月１日現在） 

区 分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

普通会計   ※1 184 185 185 184 180 

公営企業等 ※2 23 23 23 23 23 

合   計 207 208 208 207 203 

対前年度 2 1 0 ▲1 ▲4 

比較累計 2 3 3 2 ▲2 

※1 普通会計 （一般会計・学校給食事業特別会計・診療所事業特別会計の合算） 

※2 公営企業等（公営企業会計：水道事業特別会計・下水道事業特別会計） 

（特別会計：国民健康保険特別会計・後期高齢者医療特別会計・介護保険特別会計・宅地造成事業特別会計） 
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（図２）普通会計による人件費 

 ※ 図2の人件費は、特別職給与、職員給、公務員共済組合負担金、退職金、退職組合負担金等及び臨時職員賃金、社会保険料等を計上 

  (実績：決算監査資料) 

  

 
 
 
 
２．職員の能力開発 

 

多様化・高度化する行政サービスに対応するためには、職員の情報発信力や企画提案力、

更には、分野を横断した施策を創造できる構想力等の能力を高める必要があります。慣習

や前例にとらわれず、常に事務の改善・改革を意識し、新しい課題に積極的に取り組むこ

とが求められています。 

このため、階層別の研修においては、キャリア形成に繋がるような研修体系を構築する

とともに、行政課題に対応できる人材育成研修を強化します。そして、職員一人ひとりが

その責任と使命を自覚し、目標や課題に対し自ら学んでいけるよう、人事評価制度を通じ

て人材育成を進めていきます。 

また、公務員としての高い倫理観を保持し、責任をもって誠実に職務を遂行することで

住民皆さんから信頼され、開かれた透明性の高い行財政経営を確立していきます。 
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Ⅱ．健全な財政経営 

 

【重点項目】 

３．公共施設等ファシリティマネジメント(※)の推進 

 

安定した財政経営を行っていくためには、今後の投資的経費の動向が大きな課題となっ

てきます。平成27年度に策定した「多可町公共施設等総合管理計画」では、公共施設等

の現状及び将来見通しに基づき、適切な公共サービスの提供と財政負担の軽減・平準化を

実現するために、公共施設の延べ床面積を今後30年間で40％削減する必要があるとして

います。この目標を実現するために、平成29年度に今後10年間を第Ⅰ期として個々施設

のあり方を明記した「多可町公共施設等再配置計画」を策定しました。今後は、日常点検

によって得られた個々施設の状態を加味しながら、多可町公共施設等再配置計画に従って、

維持管理・更新等を実施します。特に、使用形態等から譲渡検討施設については、当該団

体等へ積極的に譲渡・売却を進めていきます。 
また、公共施設等の維持管理費・修繕・更新に係る中長期な経費を算出し、公共施設白

書を更新し、既存施設の長寿命化や機能の保全・向上を図ります。 
このように、計画的かつ戦略的に必要な資本整備を行い、投資的経費の総額を抑制する

とともに、新たに必要となる施設や大規模改修する施設については、費用対効果の検証を

行い、町の負担を出来る限り軽減することに努めます。 
 
※1ファシリティマネジメント：1.ファシリティ（土地、建物、構築物、設備等）すべてを経営にとって最適な状態（コスト最小、効果最大）

で保有し、賃借し、使用し、運営し、維持するための総合的な経営活動のこと。 

 

（図３）公共施設の整備状況（施設分類別）    

 

学校教育系施設 
28.6% 

公営住宅 
17.8% ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰ

ｼｮﾝ系施設 
14.4% 

その他 
9.4% 

市民文化系施設 
7.3% 

インフラ施設 
6.7% 

保健・福祉施設 
5.1% 

子育て支援施設 
3.5% 

行政系施設 
3.0% 

社会教育系施設 
1.7% 

医療施設 
1.3% 産業系施設 

1.2% 

学校教育系施設 
公営住宅 
ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系施設 
その他 
市民文化系施設 
インフラ施設 
保健・福祉施設 
子育て支援施設 
行政系施設 
社会教育系施設 
医療施設 
産業系施設 

N＝151,531.47（㎡） 
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（表２）＜公共施設等再配置計画＞対象施設の延べ床面積の削減見込量 

対象施設 施設数 
対象施設の総延べ床面積 
（2018年2月現在） 

第Ⅰ期削減見込量 
(2016年～2025年) 

面積(㎡) 割合(%) 面積(㎡) 割合(%) 
①学校園・学童施設 13 47,583.40 31.4 －3,748.60 －2.5 
②公営住宅 395 26,952.36 17.8 －4,657.20 －3.1 
③供給施設 30 10,142.00 6.7 －1,253.00 －0.8 
④庁舎(役場･プラザ) 3 7,705.60 5.1 1,957.40 1.3 
⑤普通財産等（普通財産、倉庫、 
一時利用、使用貸借･賃貸借） 

31 17,279.74 11.4 －14,154.74 －9.3 

⑥それ以外の施設 62 41,868.37 27.6 －1,971.00 －1.3 

計 534 151,531.47 100.0 －23,827.14 －15.7 

 
 
 
４．事務事業・補助金等の効率的効果的な継続的改善 

 
  限られた資源で、新たな行政課題や多様化する行政需要に的確に対応する必要があるた

め、引き続き事務事業の見直しを行っていきます。特に、長期にわたって継続している事

業については、行政関与の必要性、目的達成度、施策推進に対する効果、代替手法の可能

性等を総合的に検証し、継続の有無や再編について検討します。 

 補助金や負担金については、行政の責任分野、交付団体の設立目的、活動内容、経費負

担のあり方等の視点から一定のルール（＜補助金・負担金見直しの指針＞P.7 参照）に基

づき検証していきます。各種行政サービスにおいても、利用に見合った応分の負担を求め

ることで、負担の適正化（＜受益者負担適正化＞P.8参照）を図ります。 

地域の経営資源（ひと・もの・お金）が制約される中で、公共サービスを的確に実施する

ためには、ＡＩ(※)やロボティクス（ＲＰＡ※）等を積極的に活用して自動化・省力化を図り、

より少ない職員で効率的に事務を処理する体制の構築が欠かせなくなっています。 

よって、これまで行ってきた業務の見直しに加え、更なる業務の効率化と正確性の確保

を図っていくため、ＡＩやロボティクス（ＲＰＡ）等の新たなＩＣＴ技術の活用について

研究・検討を行います。    

また、マイナンバーカードの取得を推進し、申請書や届出書類の簡素化、各種行政手続

きのオンライン申請等により利便性の向上を図ります。 

 

 

＜ＡＩ＞ 「Artificial Intelligence（アーティフィシャル・インテリジェンス）」の略称で、「人工知能」の名称でも呼ばれている。ビックデータをもとに、コン

ピュータが自ら判断する仕組みです。AI 単体で何かをするのではなく、他のシステム等に組み込むことで応用するケースがほとんどで

す。 
＜RPA＞「Robotic Process Automation（ロボティック・プロセス・オートメーション）」の略称。業務内容を覚えさせ、それを自動的に繰り返すのが RPA

の基本的な仕組みのため、定例的な業務に適しています。 

＜ICＴ＞「Information and Communication Technology（情報通信技術）」の略で、通信技術を活用したコミュニケーションを指します。情報処理だけで

なく、インターネットのような通信技術を利用した産業やサービスなどの総称です。 
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＜補助金・負担金見直しの指針＞ 

 
判定基準 
（１）妥当性 
 ・住民自治、社会福祉の推進について高い必要性が認められるもので、特定のもののみ

の利益に供することのないこと。 
 ・補助金の交付に関して効果が認められること。 
 ・町の方針として、積極的に推進しようとすること。 
 ・行政との役割分担の中で、真に補助すべき事業・活動であること。 
 ・受益者が特定のものに偏らず、町民等の間に不公平が生じないこと。 
 
（２）明確性 
 ・事業活動の目的・視点・内容等が社会、経済情勢に合致していること。 
 ・原則として事業に対する経費を対象とすること。 
  （例：団体の交際費、慶弔費、懇親会費、視察旅行費、飲食費等は対象としない。） 
 
（３）適格性 
 ・団体等の会計処理及び使途が適切であること。 
 ・団体等の決算における繰越金または剰余金が、補助金の額を超えていないこと。 
 ・団体等の事業活動の内容が団体等の目的と合致していること。 
 ・補助対象の範囲及び内容に対し、補助率、補助単価等の数値基準を明確にし、補助金

の交付額を決定していること。 
 ・近隣自治体と比較して交付額が適正規模であること。 
 
（４）終期設定 
 ・補助金の実効性を確保するため、全ての補助金の補助期間は、原則３年を限度とする。 
  なお、期間終了後の補助金交付の取扱いについては、再度、検討するものとする。 
  ただし、国や県の制度によるものは、その補助期間の終了をもって終了とする。 
 
 
判定結果 
（１）継続すべきもの 
 ・｢補助金の交付基準｣に適合し、補助の必要性が認められるもの 
 ・法令等により町が補助することが義務付けられているもの 
 ・国県補助金を財源の一部としている事業のうち、町の負担が義務的であるもの 
 ・他市町等との協議等により町の負担が決定しているもの 
 ・建設費等に対する補助で、契約書等により町の負担が決定しているもの 
 （※ 継続すべき事業についても、財政健全化の観点から減額に努めること。） 
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（２）減額すべきもの 
 ・団体等の決算における繰越金又は剰余金が、補助金の額を越えているもの 
 ・補助対象にすべきでない経費（交際費、慶弔費、懇親会等の飲食費、調査研究に関わ

る事業等のうち直接事業に関わらない視察旅費等） 
 ・団体の運営・育成的補助金で、会費の徴収等自主財源の確保に努めていないもの 
 ・補助率が必要以上に大きいもの等 
 
（３）廃止すべきもの 
 ・施策の普及、浸透等により、補助目的が達成されているもの 
 ・社会情勢の変化に伴い、町の施策が目指す目的・視点・内容と適合しなくなっている、

もしくは、公益上必要性及び事業効果が薄れているもの 
 ・長期にわたり継続補助しているものの、目的が十分達成されていない等の事業効果が

不明確、または、乏しいもの、事業目的があいまいになっているもの 
 ・団体等の会計処理、補助金の使途が適切でないもの 
 ・その他、交付に関する基準に適合していないと思われる事業、または基準が明確でな

い事業に対して補助するもの等 
 
（４）改善すべきもの 
 ・補助の必要性はあるが、改善すべき事項があり見直しを必要とするもの 
 ・類似目的の補助金があるもの（整理統合を検討） 
 ・補助金としてではなく、町の直接経費で計上すべきもの 
 ・国・県の補助制度を活用できるもの等 
 

 

 

＜受益者負担の適正化指針＞ 

 
 公共施設の使用料について、減額･免除の基準を統一するため、受益者負担の公平性･公

正性の観点から、政策的に推進する場合等の特例的措置の適用を除き、受益に係る費用を

原価計算により算出し、サービスの性質に対し、公共性と収益性の視点から適切な負担割

合を設定します。なお、減額・免除の再考については、近隣自治体の状況も考慮するとと

もに、推進施策等への配慮から、激変緩和措置を検討します。 
 また、次に掲げるサービスについては、サービスの質等によって、統一的な設定基準を

適用すべきでないもの、又は、できないものがあることから、統一的な負担基準から除外

し個別に検討します。 
 ・基準や算定方法が法令等で定められているもの（義務教育、図書館の利用、地方公共

団体の手数料の標準に関する法令など） 
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 ・国県の機関が算定している経費を基に定めているもの（保育料など） 
 ・広域的な観点から、近隣自治体等と共同で統一した負担額または算定方法が定められ

ているもの 
 ・公営企業等独立採算を基本とした長期収支見通しに基づき算定されているもの（水道

料金、下水道使用料等） 
 
 なお、業務改善による費用（コスト）の変化や社会情勢等の変化により、受益者負担の

適正基準は変わるため、臨時的に必要なものを除き概ね５年毎に検証・見直しを行います。 

 

 

 

５．自主財源の確保 

 

生産年齢人口の減少が進み、自主財源（町税等）の増収が見込めないことに加え、歳入

の約 40％を占める地方交付税が減少していく中、積極的に自主財源を確保する取り組みが

必要です。従来から行っている公共サービスにおける受益者負担の適正化を継続するとと

もに、国・県の補助金制度の動向を的確に捉え、より有利な制度を選択することにより財

源確保に努めます。 

また、本町の持つ魅力を生かし、「ふるさと多可町応援寄附金」を充実させるとともに、

ふるさとの特産品を活用した返礼品を送ることで地場産業の活性化も図っていきます。 

更に、町有財産の貸付や売却を積極的に推進し、歳入を図る取り組みを進めます。 

 

 

 

６．公営企業等の経営健全化 

 

人口減少による料金や使用料収入の減少、施設の老朽化による更新需要の増大等、公営

企業をとりまく環境は非常に厳しいものです。そんな中、将来にわたって安定的に事業を

継続していくためには、中長期的な視点に立って状況を的確に把握し、収支均衡に向けた

取り組みを計画的に進めていく必要があります。 
よって、計画的な施設の統廃合等により経営基盤を強化し、効率的な経営を推進しつつ、

公営企業形態でのサービス提供のあり方や広域化・民間的経営手法の導入について検討を

行います。 
 
※公営企業とは、地方公共団体の行う事業のうち、主としてその経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てるものである。当町の場合、

水道事業、下水道事業が該当する。 
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Ⅲ．住民協働による連携 

 

 

【重点項目】 

 

７．住民参画の推進 

 

地方分権の進展に伴い住民皆さんのまちづくりへの参加意識を推進するには、住民皆さ

んと行政が共にまちづくりについて考え、共に行動することが重要です。 
よって、町が抱える重点課題を正確に分かりやすく情報共有し、問題提起しながら、住

民皆さんの意見・提案を求め、協働のまちづくりを推進します。 
 

 

 

８．住民の皆さんとの協働 

 

質の高いサービスを効率的かつ安定して提供するためには、住民皆さんと行政の協働に

よる行政経営で、住民ニーズを町政に反映させる仕組みづくりが必要です。 

そのためには、住民皆さんと行政のそれぞれの責任と役割を明確にしたうえで、相互の

信頼関係を築き、あらゆる分野で協力しながら地域課題の解決、地域共生社会の実現に向

け、包括的な支援体制の構築を行います。 
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取り組み期間と推進体制 
 
 この大綱は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。 

 第４次行財政改革大綱を着実かつ計画的に推進していくために、改革の具体的な項目を定

めた多可町行財政改革実施計画を策定します。 

 なお、この大綱に掲げた推進事項以外についても、職員自ら創意工夫により絶えず見直し

を行い、新たな行財政課題に対応できるよう、積極的に行財政改革の推進に努めるものとし

ます。 

また、行財政改革は全庁的な取り組みが重要であることから、毎年、庁内組織である多

可町行政改革推進本部で実施計画の進捗管理を行いながら、各種団体の代表者で構成する

多可町行政改革推進委員会で点検し、議会へ報告していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

行政改革推進委員会 
 

区長会・商工会・農業委員会・北はりま森林組合・ 
教育委員会・社会福祉協議会・婦人会・Ｐ Ｔ Ａ協議会等 

行政改革推進本部 
 

        本部長：副町長 
         副本部長：行政改革担当理事 
            委員：各課代表（管理職） 

実施結果の 
点検･指示等 

実施状況の 
点検･報告等 
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<第４次> 多可町行財政改革実施計画(案)

（令和２年度～令和６年度）

多　可　町



難易度

S : 大変困難な項目 周知 継続

A : 困難な項目 実施 随時

B : 改善により達成可能な項目 検討 調査

経過措置

Ⅰ．時代に即した組織体制づくりと職員の意識改革
　１．定員・人件費の抑制

R2 R3 R4 R5 R6

Ⅰ-１-（１） 1
定員適正化計画の見
直し

総務課 Ｂ 小

・令和２年度から令和６年度までの５カ年の定員管理を適正に
行う。
・退職者の再任用制度や会計年度任用職員制度、また定年延
長の検討等による変革時のため、制度改正時に見直す。

〔現状〕
職員数：205人

〔目標〕
職員数：203人 実施 実施 実施 実施 実施

Ⅰ-１-（２） 2
給与・職員手当の適
正化

総務課 Ａ 小

・財政収支状況や長期財政計画で状況を判断し、職員等の給
与削減や昇給抑制を検討する。
・会計年度任用職員制度や定年延長の検討等を踏まえ、人件
費総額の抑制手法を検討する。

〔現状〕
1,852,667千円

〔目標〕
・給与制度を見直し
・人件費の抑制を検討

検討 検討 検討 検討 検討

　２．職員の能力開発

R2 R3 R4 R5 R6

Ⅰ-２-（３） 3
戦略に対応した組織
改編

総務課 B 中

行政経営の合理化、効率化を進め、新たな事業にも対応できる
組織の改編に取り組む。
・総合相談窓口の検討
・ファミリーサポート（子どもの総合窓口）の検討

〔現状〕

〔目標〕
効率的な組織の改編に取
り組む。 随時 随時 随時 随時 随時

Ⅰ-２-（４） 4
所管事務のマニュア
ル化

全      課 B 小

・役場業務における定型業務について、各課で抽出し、事務マ
ニュアルを作成する。

〔現状〕

〔目標〕
・定型業務事務マニュア
ルの作成 随時 随時 随時 随時 随時

Ⅰ-２-（５） 5
時間外勤務手当の抑
制

総務課 Ａ 小

・適正な人員配置と協力体制により残業時間の削減を行う。
・事務事業の見直しにより、業務の縮小、削減を行う。
・ノー残業デイ（水曜日）の完全実施を行う。

〔現状〕
34,098千円
〔目標〕
30,000千円

実施 実施 実施 実施 実施

スケジュール

住民や関係団体に周知 現在も実施中。改善をしながら継続

改革の実施 実施できるときに実施

難易度
町民

影響度
取り組み方針

実施方法の可否をの検討 実施方法や実施効果を調査

改革による経過措置

歳入
改革

（千円）

スケジュール
備考

 多可町行財政改革実施計画
 (R2～R6年度)の取り組み項目

大綱
体系
区分

NO

大綱
体系
区分

NO

取組項目 担当課

町民
影響度

備考

当初目標等
削減額
(千円)

取り組み方針 当初目標等
削減額
(千円)

歳入
改革

（千円）

スケジュール
取組項目 担当課 難易度
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R2 R3 R4 R5 R6

Ⅰ-２-（６） 6 人事評価制度の運用 総務課 B 小

・人事評価制度を導入し、仕事の成果や職務遂行能力及び業
務に対する取組姿勢を的確に把握し、職員の指導・育成を行
う。
・評価結果を個人にフィードバックすることで、個人に「気づき」
をさせ、能力開発や職員のやる気を高める。

〔現状〕

〔目標〕
研修を実施し、適正な人
事評価制度の運用

継続 継続 継続 継続 継続

Ⅰ-２-（７） 7 人材育成の推進 総務課 Ｂ 小

・社会情勢の変化に対応できる職員を育成するため、人材育成
方針や研修メニューの見直しを行う。

〔現状〕
　　20人
〔目標〕
・新たな研修会の実施
・指定研修以外の研修へ
参加　　　30人

実施 実施 実施 実施 実施

Ⅱ．健全な財政経営
　３．公共施設等ファシリティマネジメントの推進

R2 R3 R4 R5 R6

建設課 A 大 継続 継続 継続 継続 継続

産業振興課 A 大 継続 継続 継続 継続 継続

商工観光課 Ａ 大 継続 継続 継続 継続 継続

Ⅱ-３-（９） 9
町有財産等の貸付及
び売却

財政課 Ｓ 大

・町有財産で利用予定のないものについては、積極的に売却等
を推進する。
・使用貸借施設については、意向確認を行い売却を検討する。

〔現状〕

〔目標〕
・遊休財産の売却・貸付 随時 随時 随時 随時 随時

生涯学習課 Ａ 中

毎年、指定管理者から経営状況を聞き取り、経営努力を促す。
Ｒ４までの契約のため、Ｒ４に見直し検討予定。
<対象施設>
温水プール、中央公園プール、B&G海洋センター

〔現状〕
23,000千円
〔目標〕
・指定管理者経営状況の
公開

随時 随時 随時 随時 随時

福祉課 A 中

・毎年、指定管理者から経営状況を聞き取り、経営努力を促
す。
・「多可町公共施設等再配置計画」に基づき、指定管理者であ
るNPO法人に意向調査をし、施設の有効活用を進める。
<対象施設>
ささゆりふれあいセンター、開拓松葉園、みどりの家

〔現状〕
1,000千円
〔目標〕
・指定管理の再検討まで
に意向確認と財産処分の
検討

1,000 検討 検討 検討 随時 随時

商工観光課 Ａ 中

・指定管理者制度のモニタリング･評価システムを確立する。
・施設の必要性を明確にした上で、経営状況を分析する。
・経営改善が見られない、施設の経営努力が見られない施設に
ついては、公募により指定管理者の見直しを図る。
<対象施設>
ココロン那珂、まちの駅・多可、鳥羽ｷｬﾝﾌﾟ場、ラベンダー園、道の
駅「杉原紙の里･多可」、ｸﾗｲﾃﾞﾝｶﾞﾙﾃﾝ岩座神、ｴｰﾃﾞﾙささゆり、ﾘｰ
ﾍﾞﾘﾘｴﾝ、ｴｱﾚｰﾍﾞﾝ八千代、ﾈｲﾁｬｰﾊﾟｰｸ笠形、ﾌﾞﾗｲﾍﾞﾝｵｵﾔ、なご
みの里山都、ﾌﾞﾙｰﾒﾝやまと

〔現状〕
　108,200千円

〔目標〕
　86,050千円

・モニタリング･評価システ
ムの確立
・指定管理者経営状況の
公開

22,150 随時 随時 随時 随時 随時

・優先順位をつけて、必要性、緊急性、集落間の公平性をもと
に実施する。
・原則、新規投資より既存設備・施設等の修繕・長寿命化の費
用とする。
・土地改良事業地元分担金の見直し（R3年度20%→30%）
･年度毎の上限枠を定め、計画的に実施する。

〔現状〕
301,922千円

〔目標〕
200,000千円 101,922Ⅱ-３-（８） 8

普通建設事業費の抑
制

Ⅱ-３-（10） 10
指定管理施設の運営
検証

大綱
体系
区分

NO 取組項目 担当課 難易度
町民

影響度
取り組み方針

大綱
体系
区分

NO 取組項目 担当課 難易度
町民

影響度
取り組み方針 当初目標等

当初目標等
削減額
(千円)

歳入
改革

（千円）

スケジュール
備考

削減額
(千円)

歳入
改革

（千円）

スケジュール
備考

2



R2 R3 R4 R5 R6

教育総務課 A 中

　施設の必要性を明確にした上で、住民の利便性が向上できる
施設については新たな経営方法を導入する。
・図書館　・那珂ふれあい館

〔現状〕
（指定管理可能施設）
・図書館　・那珂ふれあい館

〔目標〕
・指定管理の検討

検討 随時 随時 随時 随時

生涯学習課 Ａ 中

・施設の経営状況を分析し、民間活力を導入し、住民の利便性
が向上できる運営方法を積極的に導入する。
＜スポーツ施設＞
・中央公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ、・ｶﾞﾙﾃﾝ八千代ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ、・ｶﾞﾙﾃﾝ八千代ﾃﾆ
ｽコート、・加美体育館、・ベルディーホール、北部体育館

〔現状〕
（指定管理可能施設）
・中央公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ、・ｶﾞﾙ
ﾃﾝ八千代ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ、・ｶﾞﾙﾃ
ﾝ八千代ﾃﾆｽコート、・加美
体育館、・ベルディｰホー
ル、北部体育館

〔目標〕
・指定管理の検討

随時 随時 随時 随時 随時

商工観光課 Ａ 中

・施設管理委託の開館時間、管理人常在の見直し

・交流会館　　・農村婦人の家　　・グリーンプラザ

〔現状〕
・交流会館、・農村婦人の
家、・グリーンプラザ

〔目標〕
・施設管理委託料の見直し
・指定管理の検討

随時 随時 随時 随時 随時

Ⅱ-３-（12） 12 住宅管理（適正戸数） 定住推進課 A 中

・町営住宅の状況を把握するとともに適正戸数を把握するた
め、「公営住宅長寿命化計画」の見直しを行う。
・公営住宅長寿命化計画対象の住宅については、長寿命化工
事を計画的に実施するとともに、不要となる住宅については用
途廃止を行う。

〔現状〕
普通住宅　　：350戸
特別賃貸住宅：29戸
（マスタープラン策定時）
普通住宅：293戸
特別賃貸住宅：29戸

〔目標〕
公営住宅長寿命化計画
の作成

実施 実施 実施 実施 実施

企画秘書課 Ａ 大 随時 随時 随時 随時 随時

財政課 Ａ 大 随時 随時 随時 随時 随時

産業振興課 Ａ 大 随時 随時 随時 随時 随時

生涯学習課 Ａ 大 随時 随時 随時 随時 随時

商工観光課 Ａ 大 随時 随時 随時 随時 随時

生活安全課 Ａ 大 随時 随時 随時 随時 随時

福祉課 Ａ 大 随時 随時 随時 随時 随時

歳入
改革

（千円）

スケジュール
備考

大綱
体系
区分

NO 取組項目 担当課 難易度
町民

影響度
取り組み方針 当初目標等

削減額
(千円)

Ⅱ-３-（11） 11

Ⅱ-３-（13） １３
公共施設の再配置の
推進

公共施設の運営方法
の検討

・「多可町公共施設等再配置計画」に基づき、指定管理者、集
落やNPO、民間等に譲渡や売却の意向調査をし、施設の有効
活用を進める。
・公共施設等再配置計画進捗管理シートに基づき、譲渡・売
却、廃止等を進める。
・廃止、取り壊し対象施設について、譲り受けのない場合は取り
壊しを行う。

〔現状〕
（普通財産）
・譲渡検討：
・取壊施設：22施設
（行政財産）
・譲渡検討：11施設
・取壊施設：8施設

〔目標〕
公共施設の再配置計画
の実行

3



R2 R3 R4 R5 R6

教育総務課 S 大 継続 継続 継続 継続 継続

建設課 Ｓ 大 継続 継続 継続 継続 継続

商工観光課 Ｓ 大 継続 継続 継続 継続 継続

定住推進課 Ｓ 大 継続 継続 継続 継続 継続

上下水道課 Ｓ 大

（各施設）
①基幹施設の耐震化対策(耐震状況・事故発生率を元に更新
の優先順位を設定)
②耐用年数に応じた老朽化対策(耐用年数を法定耐用年数の
1.5倍程度に設定し更新の優先順位を設定)
③下水道の機械及び電気設備については、耐用年数での更新
とする。

（管路）
①耐震化対策（地震等による管路の影響の大きさや漏水事故
発生率を基に優先順位を設定）
②耐用年数に応じた老朽化対策(耐用年数を法定耐用年数の
1.5倍程度に設定し更新の優先順位を設定)

〔現状〕

〔目標〕
　経営戦略に掲げる方針
に基づき更新を進める。

継続 継続 継続 継続 継続

　４．事務事業・補助金等の効率的効果的な継続的改善

R2 R3 R4 R5 R6

Ⅱ-４-（15） 15
各種委員会・審議会
等の見直し

総務課 Ｓ 中

附属機関と附属機関に準ずる機関の再調査を行い、委員の報
酬及び報償費の基準を設け、各機関との整理を行う。

〔現状〕

〔目標〕
再調査を実施し、報酬等
の調整を行う。

調査 検討 実施 実施 実施

企画秘書課
B 中

〔現状〕　　9,093千円

〔目標〕　　8,631千円
462 経過措置 実施 実施 実施 実施

健康課 B 中

〔現状〕　 　619千円

〔目標〕　 　598千円
21 経過措置 実施 実施 実施 実施

商工観光課 B 中

〔現状〕　　1,667千円

〔目標〕　　1,582千円
85 経過措置 実施 実施 実施 実施

産業振興課 B 中

〔現状〕　 17,159千円

〔目標〕 0円
17,159 経過措置 実施 実施 実施 実施

生活安全課 B 中

〔現状〕  369,520千円

〔目標〕  366,187千円
3,333 経過措置 実施 実施 実施 実施

福祉課 B 中

〔現状〕　　15,151千円

〔目標〕　　14,789千円
362 経過措置 実施 実施 実施 実施

公共施設マネジメント
の導入

・公共施設等の耐用年数による計画更新を行うとともに、施設
点検マニュアルにより予防保全型維持管理を実施する。
・施設の耐用年数に応じて,更新の優先順位を付け、財政見通
しと連動させて施設の長寿命化を行う。

〔現状〕

〔目標〕
・長寿命化計画の策定

Ⅱ-３-（１４） 14

大綱
体系
区分

Ⅱ-４-（16） 16
広域行政事務等負担
金の見直し

広域行政事務等負担金の均等割経費の見直しを行う。
・西脇多可行政事務組合負担金
・北はりま田園空間博物館負担金
・北播磨清掃事務組合負担金

大綱
体系
区分

NO
町民

影響度

NO 取組項目 担当課 難易度
町民

影響度

スケジュール
備考取り組み方針 当初目標等

削減額
(千円)

歳入
改革

（千円）

備考取り組み方針 当初目標等
削減額
(千円)

歳入
改革

（千円）

スケジュール
取組項目 担当課 難易度

4



R2 R3 R4 R5 R6

Ⅱ-４-（17） 17 事務事業評価の推進 財政課 B 小

・「住民の満足度の高い行政サービス提供」と「行政の透明性と
説明責任」、「職員の意識改革」を目的に事務事業評価を行い
ます。
・町独自施策を中心に対象事業を絞り込んで実施する。

〔現状〕

〔目標〕
・住民満足度の高い行政
サービスの提供
・行政事務の透明性と説
明責任
・事業目的やコストに対す
る意識改革

随時 随時 随時 随時 随時

Ⅱ-４-（18） 18
タブレット導入による
ペーパーレス化

議会事務局
総務課

Ｂ 小

・議案書等の議員配布資料をデータ化し、ペーパーレス化を図
る。
・招集通知をメールで周知し効率を図る。
・議会の住民説明資料をデータ化し提示がしやすくなる。

〔現状〕

〔目標〕
　ペーパーレス化

実施 実施 実施 実施 実施

Ⅱ-４-（19） 19 ＡＩ、ＲＰＡの導入検討 総務課 Ａ 小

・ＡＩ(人工知能)やＲＰＡ（ソフトウエア・ロボットによる業務）が対
応可能な庁内業務において作業の効率性や正確性などの効
果を検証し、導入に向け検討をする。

〔現状〕

〔目標〕
ＡＩ・ＲＰＡ導入可能業務の
検証

検討 検討 検討 検討 実施

Ⅱ-４-（20） 20 国保制度の事務改善 住民課 Ａ 中

・保険証と高齢受給者証の一体化を進めることで、事務の効率
化、被保険者の利便性向上、経費節減を図る。
・国開発の国保標準システムの導入を検討し、事務の効率化、
経費節減を図る。
・保険証の郵送方法を、「配達記録」から「普通郵便」に変更を
検討する。

〔現状〕
郵便代　587千円

〔目標〕
郵便代　192千円 395 検討 検討 検討 実施 実施

Ⅱ-４-（21） 21 補助金の見直し 全課 B 大

・補助金･負担金見直しの方針に基づいて継続的に見直しを行
う。

〔現状〕
791,582千円

〔目標〕
769,179千円

22,403 継続 継続 継続 継続 継続

こども未来課 B 中

〔現状〕
現状維持

〔目標〕
事業効果の低い事業の統
合、廃止を検討

継続 継続 継続 継続 継続

商工観光課 Ｂ 中

〔現状〕　 　2,300千円

〔目標〕　 　1,300千円
1,000 実施 実施 実施 実施 実施

イベント・ソフト事業の
見直し

イベント･ソフト事業の持つ役割や重要性検証し、見直しを行う。

Ⅱ-４-（22） 22

大綱
体系
区分

NO 取組項目 担当課 難易度
町民

影響度
取り組み方針 当初目標等

削減額
(千円)

歳入
改革

（千円）

スケジュール
備考

5



R2 R3 R4 R5 R6

Ⅱ-４-（23） 23
各種健診・予防接種
の見直し

健康課 B 大

任意予防接種について、真に助成が必要な方に助成できるよう
補助率や対象条件等の見直しを行う。

・定期予防接種の自己負担額の見直しを継続して行う。
・町ぐるみ健診の実施を医療機関に移行していく。

〔現状〕

〔目標〕
・自己負担額の見直し
・町ぐるみ健診を医療機
関に移行 検討 随時 随時 随時 随時

Ⅱ-４-（24） 24
通園バス運行の見直
し

こども未来課 A 中

　通園バスの運行について、費用対効果を検証、分析し、運行
形態等の見直しを図る。

．通園バスの運行について、費用対効果を検証、分析する。
・上記検証結果を基に、児童の保護者、各園と意見交換し運行
形態等の方向性を出す。

〔現状〕
中区　２台
加美区　３台
八千代区　２台

〔目標〕
　R2年度までに、運行形
態等の方向性を出す。

調査 検討 実施 実施 実施

Ⅱ-４-（25） 25
防犯灯管理対象の整
理

生活安全課 Ａ 中

・防犯灯設置要綱の適切な運用として、第１種事業：集落管理
と第２種事業：町管理の物件について、明確な基準に即して整
理する。
・集落毎にヒアリングを行い管理対象の移管を行う。

〔現状〕
6,840千円

〔目標〕
・防犯灯管理区分の明確
化 調査 調査 実施 実施 実施

Ⅱ-４-（26） 26
窓口サービスの見直
し

住民課
税務課
会計課
総務課
福祉課

A 中

・費用対効果を参考にし、住民の利便性の向上と、費用の縮減
との均衡を図る。
・各種証明証等の受付･発行等業務の民間委託を検討する。
・窓口業務において、複数の業務を一括して業務委託すること
でスケールメリットがあるのか検証する。

〔現状〕

〔目標〕
・証明証発行業務の民間
委託検討
・複数業務の一括業務委
託の検討

検討 検討 検討 検討 検討

Ⅱ-４-（27） 27
障害者福祉年金の見
直し

福祉課 S 大

障害者総合支援法により、低所得者層に対する障害者福祉
サービス利用の無料化や障害者が抱える課題解決等や各種
サービス利用が受けられるようになったことに伴い、従来の福
祉年金制度の見直しを検討する。

〔現状〕
H30実績：15,809千円

〔目標〕
障害者福祉年金を廃止す
る 16,000 検討 検討 検討 検討 検討

Ⅱ-４-（28） 28 たかテレビのあり方 企画秘書課 A 大

・R5年度までテレビ回線利用契約があるため、再更新までに、
たかテレビの運営について、現状運営を継続するのか他の手
法（広報誌の増項や5G技術を活用した情報の伝達など）の代
用等について調査研究を行う。

・企業紹介や求人情報のコンテンツの作成
・イベント情報コンテンツの作成
・コンテンツ別の視聴調査
・継続廃止等について協議し、方針を決定
・住民周知

〔現状〕　113,007千円

〔目標〕
たかテレビ運営方針の決
定

継続 調査 検討 周知 実施

大綱
体系
区分

NO 取組項目 担当課 難易度
町民

影響度
取り組み方針 当初目標等

削減額
(千円)

歳入
改革

（千円）

スケジュール
備考
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　５．自主財源の確保

R2 R3 R4 R5 R6

教育総務課 A 中 継続 継続 継続 継続 継続

こども未来課 Ｂ 中 継続 継続 継続 継続 継続

財政課 B 中 継続 継続 継続 継続 継続

生涯学習課 B 中 継続 継続 継続 継続 継続

税務課 B 中 継続 継続 継続 継続 継続

定住推進課 B 中 継続 継続 継続 継続 継続

福祉課 B 中 継続 継続 継続 継続 継続

上下水道課 B 中

〔現状〕
・給水停止処理までに６カ
月かかっている。
〔目標〕
・給水停止まで期間等を
見直しルール化する。
・分納期間の短縮化を実
施する。

検討 実施 実施 実施 実施

教育総務課 A 小

〔現状〕
･単年度（給食費）100%
〔目標〕
･単年度（給食費）100% 継続 継続 継続 継続 継続

定住推進課 A 小

〔現状〕
単年度（家賃）99.4%
〔目標〕
単年度(家賃）99.5% 継続 継続 継続 継続 継続

上下水道課 A 小

〔現状〕
･単年度（水道） 98.9%
･単年度（下水） 98.9%
〔目標〕
･単年度（水道） 99.0%
･単年度（下水） 99.0%

継続 継続 継続 継続 継続

Ⅱ-５-（31） 31
多可町ふるさと応援
寄附金等の推進

商工観光課 Ｂ 大

・歳入確保の手段として、多可町応援寄附金の積極的な取り組
みを継続する。
・町内事業所へ働きかけ、返礼品登録を推進する。
・企業版ふるさと納税について検討する。

〔現状〕　　93,900千円

〔目標〕　100,000千円

6,100 継続 継続 継続 継続 継続

Ⅱ-５-（30） 30
公共料金等の収納強
化

Ⅱ-５-（29） 29 債権管理

・債権管理条例に基づき、各債権の台帳整備を行うとともに徴
収計画を作成して、適切な徴収を行う。
・未納防止のため、少額時納付に努め、早期回収を行う。
・水道料金については、給水停止の猶予期間の見直しを行う。
・水道料金、下水道使用料については、長期分納の見直しを行
う。

大綱
体系
区分

NO 取組項目 担当課 難易度
町民

影響度
取り組み方針 備考当初目標等

削減額
(千円)

〔現状〕

〔目標〕
・債権管理マニュアルを策
定
・収入未済額を縮減

歳入
改革

（千円）

スケジュール

･継続的に収納強化を図る。
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R2 R3 R4 R5 R6

教育総務課 B 中 検討 実施 実施 実施 実施

生涯学習課 B 中 検討 実施 実施 実施 実施

商工観光課 B 中 検討 実施 実施 実施 実施

生活安全課 B 中 検討 実施 実施 実施 実施

総務課 B 中 検討 実施 実施 実施 実施

健康課 B 中 検討 実施 実施 実施 実施

こども未来課 B 中 検討 実施 実施 実施 実施

福祉課 B 中 検討 実施 実施 実施 実施

　６．公営企業等の経営健全化

R2 R3 R4 R5 R6

Ⅱ-６-（33） ３３

水道経営健全化の推
進 上下水道課 Ｓ 大

・施設、管路の老朽度や優先度、経済性を踏まえた「重点的整
備計画」を策定する。
・固定資産台帳とマッピングシステムの資産整理を行い、「重点
的整備計画」をアセットマネージメントに反映させることでレベル
アップを図る。
・アセットマネージメント計画に基づき、「水道事業経営戦略」の
見直しを行い、長期間を見据えた財政計画を策定する。
・財政シミュレーションの結果によっては、料金制度の見直しも
含めた検討を行う。

〔現状〕

〔目標〕
持続可能な経営基盤の強
化 実施 実施 実施 実施 実施

Ⅱ-６-（34） ３４
水道事業の広域連携
等の研究

上下水道課 Ｓ 大

・広域連携による水道資材等の共同購入を推進する。
・広域連携の中で人材育成に取組む。
・本町と西脇市間での管路接続に関して検討する。
・経験を積んだ再任用職員等を活用する。
・民間活用について、効果や課題を整理し、業務範囲、業務委
託等について調査研究する。

〔現状〕
　広域連携による水道資
材の一部を共同購入して
いる。
〔目標〕
　広域連携や民間業者と
の連携について調査・研
究を行う。

調査 調査 検討 検討 検討

Ⅱ-６-（35） 35

下水道経営健全化の
推進 上下水道課 Ｓ 大

・経営健全化に向け、下水道事業の効率化のため、処理区の
統合及び長寿命化を図る。
・最短スケジュールでの統廃合の実現を推進する。
　１．公共下水道事業
 　　R４年度・・・北部/加美南→中
　２．農業集落排水事業
　　R４年度・・・加美北→加美中、多田→二宮
　　R５年度・・・門田  → 天船

〔現状〕

〔目標〕
財産処分を優先的に進め
る

継続 実施 実施 実施 継続

公共施設使用料の見
直し

・公共施設等の使用料について、施設管理に係るコストでの使
用料を試算し、適正な受益者負担を求めるよう見直しを行う。
・減免制度の見直しを行う。

大綱
体系
区分

NO 取組項目 担当課 難易度
町民

影響度

当初目標等

Ⅱ-５-（32） 32

大綱
体系
区分

NO 取組項目 担当課 難易度
町民

影響度

〔現状〕

〔目標〕
・適正な受益者負担
・減免制度の見直し

削減額
(千円)

歳入
改革

（千円）

スケジュール
備考

取り組み方針 当初目標等
削減額
(千円)

歳入
改革

（千円）

スケジュール
備考

取り組み方針
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Ⅲ．住民協働による連携
　７．住民参画の推進

R2 R3 R4 R5 R6

Ⅲ-７-（36） 36
わかりやすい財政情
報の公開

財政課 B 中

予算･決算・財務4表、長期財政見通し等の財政情報をわかり
やすく住民に開示する。

〔現状〕

〔目標〕
わかりやすい財政情報の
開示

随時 随時 随時 随時 随時

Ⅲ-７-（37） 37
都市計画マスタープラ
ンの策定

建設課 A 大

・基本的な空間計画として、土地利用計画を含む都市計画マス
タープランを策定する。
・人口減少・高齢化、あるいは地域活力の減退や地方財政の
制約の高まりなど、社会経済情勢への対応を考慮するととも
に、町の特性や住民意向等も踏まえて、多角的な検討を行い、
マスタープランを策定する。

〔現在〕

〔目標〕
都市計画マスタープラン
策定

継続 継続 周知 周知 周知

Ⅲ-７-（38） 38 中学校の規模適正化
学校教育課
教育総務課

A 大

・今後、中学生の人数が減少することから、多可町小中学校規
模適性化基本方針に基づいて、望ましい中学校規模を検討す
る。
・地域の学校教育のあり方を考える会を発足し検討する。

〔現状〕
３中学校

〔目標〕
中学校の規模適正化 検討 検討 検討 検討 検討

Ⅲ-７-（39） 39 小学校の規模適正化
学校教育課
教育総務課

S 大

・今後、小学生の人数が減少することから、多可町小中学校規
模適性化基本方針に基づいて、望ましい小学校規模を検討す
る。
・地域の学校教育のあり方を考える会を発足し検討する。

〔現状〕
５小学校

〔目標〕
小学校の規模適正化

検討 検討 検討 検討 検討

Ⅲ-７-（40） 40
農地管理（管理農地と
管理手法の検討）

産業振興課 Ｓ 大

・各集落において、未来の農地管理の設計図となる「人・農地プ
ラン」を作成し、地域で農地保全を支援する。
・守るべき農地と山に返す農地とを区分する。

〔現状〕
　29集落

〔目標〕
　62集落

随時 随時 随時 随時 継続

大綱
体系
区分

NO 取組項目 担当課 難易度
町民

影響度
取り組み方針 当初目標等

削減額
(千円)

歳入
改革

（千円）

スケジュール
備考
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　８．住民の皆さんとの協働

R2 R3 R4 R5 R6

Ⅲ-８-（41） 41 地域局業務の見直し 総務課 Ａ 大

地域局の業務内容を整理することにより、地域局の明確な位置
づけと現状に即した行政サービスの提供を行う。

〔現状〕

〔目標〕
地域局業務の見直しを行
う。

検討 実施 継続 継続 継続

Ⅲ-８-（42） 42
地域共生社会の
取り組み

生涯学習課 S 大

・行政が行うことと、行政と住民が協働して行うこと、住民自ら
行うこと等を、精査し、明確化、可視化する。
・住民に対して、参画と協働とともに、住民自らの実践活動を活
性化していき、地域の総合力を高める。
・全集落がコークゼミ受講集落になるよう取り組む。

〔現状〕
47集落

〔目標〕
62集落

調査 検討 周知 実施 実施

Ⅲ-８-（43） 43 各種事務局の見直し 商工観光課 A 小

町が担っている団体事務局業務について、行政関与の必要性
を調査し、見直しを行う。

〔現状〕

〔目標〕
団体事務局業務の見直し

随時 随時 随時 随時 随時

生活安全課 S 大

〔現状〕

〔目標〕
・団体の意向調査
・組織の再編検討

検討 検討 検討 検討 検討

こども未来課 S 大

〔現状〕

〔目標〕
・団体の意向調査
・組織の再編検討

検討 検討 検討 検討 検討

Ⅲ-８-（45） 45
団体支部の事務局の
あり方

総務課
福祉課

生活安全課
A 中

早い時期に事務局集約ができるよう、団体へ町組織体制の意
向を伝えるとともに効率的な運営体制を行う。

〔現状〕

〔目標〕
効率的な運営体制

随時 随時 随時 随時 随時

Ⅲ-８-（44） 44 団体組織のあり方

実施
計画
区分

NO 取組項目 担当課 難易度
町民

影響度
取り組み方針 当初目標等

削減額
(千円)

歳入
改革

（千円）

・社会情勢や年齢構成により、各種団体の会員数が減少し集
落単位での活動ができない状況が発生している。　団体の意向
を確認しながら組織の再編等を検討する。

スケジュール
備考
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R2 R3 R4 R5 R6

Ⅲ-８-（46） 46 企業立地の促進

商工観光課
産業振興課

建設課
上下水道課

財政課

Ｂ 大

土地利用等の様々な分野にかかる企業からの問い合わせ情
報を地域とともに共有し、協議を行える体制づくりを進める。

〔現状〕

〔目標〕

随時 随時 随時 随時 随時

186,292 6,100

0 0

0 0

0 0

125,072 0

61,220 0

0 6,100

0 0

186,292 6,100

0 0

0 0

0 0

186,292 6,100

町民
影響度

取り組み方針 当初目標等
削減額
(千円)

歳入
改革

（千円）

スケジュール
備考

実施
計画
区分

NO 取組項目 担当課 難易度

　１．定員・人件費の抑制

　２．職員の能力開発

　３．公共施設等ファシリティマネジメントの推進

　４．事務事業・補助金等の効率的効果的な継続的改善

　５．自主財源の確保

　６．公営企業等の経営健全化

　７．住民参画の推進

　８．住民の皆さんとの協働

削減額
(千円)

歳入
改革

（千円）

総合計

基本方針 重点項目

Ⅰ．時代に即した組織体制づくりと職員の意識改革

Ⅱ．健全な財政経営

Ⅲ．住民協働による連携

計

計

計
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